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  2026 年 1 月 14 日 

都市基盤課 

 

水道料金改定案について 

 

 水道料金の改定につきましては、町民説明会、上下水道料金審議会及び真鶴町議

会への説明を重ね、改定案の作成を進めてまいりました。 

この度、改定案につきまして 2025 年 12 月 23 日付け真議第 64 号を以って真

鶴町議会議長から別添のとおり提言を受けて更なる検討を行い、最終的に下記の改

定案を 2026 年 1 月１９日（月）に開催される臨時議会に提出することと致しましたの

でお知らせします。 

なお、上記提言を参酌した結果、改定率は３４％増、基本水量については廃止せず

「１０㎥まで」を「５㎥まで」としております。   

記 

（改定料金表） 

メーターの 

口径 

基本水量 

（１ヶ月につき） 

基本料金 

（１ヶ月につき） 

超過料金 １m３につき 

6～10m３ 11～20m３ 21～30m３ 31～40m３ 41m３～ 

φ13mm 5m３まで 2,100 円 100 円 200 円 300 円 400 円 500 円

φ20ｍｍ 5m３まで 3,000 円

φ25ｍｍ 5m３まで 3,700 円

φ40ｍｍ 5m３まで 6,800 円

φ50ｍｍ 5m３まで 22,500 円

φ75ｍｍ～ 5m３まで 33,100 円

（現行料金表）※２０２５年６月１日施行の暫定的改定前の料金表 

メーターの 

口径 

基本水量 

（１ヶ月につき） 

基本料金 

（１ヶ月につき） 

超過料金 １m３につき 

11～20m３ 21～3５m３ 3６～50m３ ５１～２００m３ 201 ㎥～ 

φ13mm 10m３まで 1,407 円 200 円 229 円 296 円 369 円  547 円 

φ20ｍｍ 10m３まで 2,814 円

φ25ｍｍ 10m３まで 3,110 円

φ40ｍｍ 10m３まで 5,780 円

φ50ｍｍ 10m３まで 20,023 円

φ75ｍｍ～ 10m３まで 29,673 円

お問い合わせ先 

参事（特命担当） 矢部 文治  電話：0465-68-1131 内線 2203 
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